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      熊谷市農業委員会第３６回総会議事録 

 

１ 開会・閉会の日時及び場所 

(1) 開会の日時  令和６年７月２９日（月）午後１時３０分 

(2) 閉会の日時  令和６年７月２９日（月）午後３時４５分 

(3) 場   所  めぬま農業研修センター 大会議室 

 

２ 会議を組織する委員の定数 

(1) 定員数  ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名） 

(2) 現在数  ４６名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２７名） 

 

３ 出欠席の状況及びその氏名   下記のとおり 

(1) 出席数   ３９名 

(2) 欠席数    ７名 

 

農業委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 木村   進 １１ 出 田中 輝久 

２ 出 森田  豊 １２ 出 柿沼 憲雄 

３ 出 塚田  修 １３ 出 笛木  清 

４ 出 大島  正 １４ 出 栗原 一森 

５ 出 関口 久夫 １５ 出 大鷲 利夫 

６ 欠 木部 富次 １６ 欠 大野 隆一 

７ 出 金井 和夫 １７ 出 水野  明 

８ 出 神沼 孝治 １８ 出 腰塚菜穂子 

９ 出 権田 久男 １９ 出 上山 豊明 

１０ 出 夏目 亮一 
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農地利用最適化推進委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 中嶋 儀臣 １５ 欠 関口 明男 

２ 出 西田 茂夫 １６ 欠 滝田 法明 

３ 出 根岸  勇 １７ 出 □田 正己 

４ 出 伊藤 由行 １８ 出 岡田 藤寛 

５ 出 野邊 八雄 １９ 欠 小崎 信明 

６ 出 福島 清一 ２０ 出 戸森 貫一 

７ 出 石井 芳夫 ２１ 出 長谷川 隼男 

８ 出 稲村 文男 ２２ 出 坂本 三郎 

９ 出 菊地 修一郎 ２３ 出 田沼 寛央 

１０ 出 漆原 秋夫 ２４ 欠 細田 文男 

１１ － 欠 員 ２５ 出 森  一男 

１２ 出 中島 正樹 ２６ 欠 中川 登美夫 

１３ 出 奥野  進 ２７ 出 林  和弥 

１４ 出 小澤 好則 ２８ 出 □野 福司 
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４ 議  事 

 

（１）議 案 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用） 

 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画について 

 

（２）報 告 
 

報告事項(１) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 
報告事項(２) 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 
 
報告事項(３) 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
 
報告事項(４) 農地法第１８条第６項の規定による通知について(合意解約) 
 
報告事項(５) 農地法施行規則第２９条第１項第１号の規定による届け出 

について（２ａ未満農業用施設） 
 
報告事項(６) 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明 

について 
 
５ 招 集 者   熊谷市農業委員会会長 木部 富次 

 

６ 議事進行状況  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 



 
4

 

事務局次長 

 

 

 

 

夏目会長職務代理 

 

事務局次長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただ今から熊谷市農

業委員会第３６回総会を開会いたします。 

本日、木部会長が欠席のため夏目会長職務代理から御挨拶をいただ

きます。 

 

（ 夏目会長職務代理挨拶 ） 

 

ありがとうございました。 

以降の進行につきましては、熊谷市農業委員会総会会議規則第４条

に、会長が議長となる旨、規定されておりますが本日欠席でございま

すので、夏目会長職務代理にお願いいたします。 

 

それでは、着座のまま会議を進めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

はじめに、本日の総会の委員の出席者数につきまして、事務局より

報告をお願いします。 

 

本日の出席は、農業委員は１９名中１７名であります。また、農地

利用最適化推進委員については２７名中２２名でございます。 

 

事務局より報告がありましたとおり、農業委員の過半数が出席して

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定によ

り、本日の総会は成立しました。 

続きまして、議事録署名委員の選出及び書記の任命について、お諮

りいたします。いかが取り計らいましょうか。 

 

（ 議長一任の声あり ） 

 

議長一任の声がありました。 

それでは、議事録署名委員につきましては、 

  １８番 腰塚 委員、 

  １９番 上山 委員 にお願いいたします。 

 

また、書記には事務局職員を指名します。 

 

それでは議事に入ります。 

本日、審議いたします案件は、 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時

転用） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画について 

 

以上、５議案です。よろしく御審議願います。 

 

各議案については概要説明とさせていただき、短時間での審議とし

たいと思いますので、御協力をお願いいたします。 

 

それでは、はじめに議案第１号、農地法第３条の規定による許可申

請についてを上程いたしますが、本日、新規就農の方４人をお呼びし

ておりますことから、議案番号４、７、８及び１０から１４までをそ

れぞれ先に審議いたします。議案番号４、７、８及び１０から１４ま

でについて事務局の説明を求めます。 

 

【事務局が、議案について概要を説明する。】 

 

議案書は１ページから、議案書資料についても１ページから、御覧

ください。また、お手元の黄色の封筒に同封しています「新規就農者

面談時資料」が４件分、議案番号４に関する「○○○○○○○○○」

が１枚ございますのでそちらを御覧ください。 

概要の説明に先立ちまして、報告がございます。議案書資料２ペー

ジの議案番号１１は、空欄となっている第１号が「非該当」となりま

すので報告いたします。 

それでは、概要の説明に移ります。議案第１号、農地法第３条の規

定による許可申請について、全１４件となります。取引額、現地確認

等は議案書資料に記載してあるとおりです。 

議案番号４、７、８及び１０から１４までの譲受人４者は、いずれ

も新規就農者となりますが、今回取得予定の農地面積が１，０００㎡

を超える面積であるため、「令和５年４月以降の新規就農の取扱い」

に基づき、本総会にお呼びしております。地元農業委員との面談結果

は「新規就農者面談時資料」のとおりです。 

議案番号４、７、８及び１０から１４までの各案件とも機械の保有

状況、従事日数から、今後についても効率的に利用されていくものと

思われ、農地法第３条第２項の各号については、全件、許可要件の全

てを満たしており、議案番号７については新規の農地所有適格法人と

しての要件も満たしていると見込まれます。 

議案番号４、７、８及び１０から１４までに関する説明は以上とな

ります。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等はありますか。 

 

特にございません。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

西田委員 

 

 

申請人 

 

 

 

田中委員 

 

申請人 

 

田中委員 

 

申請人 

 

田中委員 

 

それでは、議案番号４、７、８及び１０から１４までをそれぞれ先

に審議いたします。 

まず、議案番号４から審議いたします。申請人、○○○○氏の入室

を認めます。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 入室 ） 

 

本日は、お忙しいところ大変御苦労様です。 

新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて

説明をお願いします。 

 

ただいま紹介をいただきました○○です。それでは概要書に基づき

説明をいたします。まず、場所ですが熊谷市○○で農業を営んでいき

たいと思います。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、と提案され取り組むこと

としました。農業経験は、○○○○から始めて○○ほど携わっていま

す。農業形態については、資料のとおり、労働力は○○○○、装備は

○○○○○と○○○○をそれぞれ○○○○しています。作付作物は○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○などと、○○○○○○○や

○○○○などの○○を栽培し販売していきたいと考えています。なに

ぶん、経験が浅いので地域の皆さんや農業委員会の皆さんの指導をい

ただきながら農業を営んでいきたいと考えています。 

 

どうもありがとうございました。それでは申請人の営農計画等につ

いて質疑等ございましたらお願いします。質疑等ございませんか。 

 

○○○○は熊谷に適するのでしょうか。また、○○○○はどのくら

いとれるのでしょうか。 

 

○○○○は熊谷でも育つとされており、現に○○○○の業者から指

導を受けています。また、○○○○をとるために栽培するのではなく

○○○○○○○品種です。 

 

種から育てるのではないのですか。 

 

種からではなく○を移植して大きく育てます。 

 

何に使うのですか。○○○○○○に使うのですか。 

 

○○○として需要があります。〇をそのまま移植します。 

 

資料に○○○○とあるので確認しました。それから、もともと○○
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田中委員 

 

申請人 

 

関口久委員 

 

申請人 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

金井委員 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○のように見えますが。 

 

今回は○○○○〇を植えています。 

 

○○○で新規就農とのことですが、前職や経験を教えてください。 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を

始めました。 

 

他に質疑、意見等ございますか。特に無いようですので、本日は大

変ご苦労様でした。申請人の方は退室をお願いいたします。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 退室 ） 

 

面談した委員から何か御意見がありましたらお願いします。 

 

２２日に面談をしました。○○○○○○○○○○○○の農地で農業

をするとのことです。営農計画書を見ても○○○○と○○○○等の○

○○○が記載されていますが、今後、どちらを中心にするか方向性を

決めていきたい、とのことでした。 

 

それでは、議案番号４について、質疑、意見等を求めます。質疑、

意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号における議案番号４について、本案を許可するに賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可するも

のと決しました。 

 

続きまして、議案番号７を審議いたします。申請人、○○○○○○

○○○○○○○○○○氏の入室を認めます。 

 

（ 申請人 ○○氏 入室 ） 

 

本日は、お忙しいところ大変御苦労様です。 

新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて

説明をお願いします。 
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申請人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

森田委員 

 

 

申請人 

 

 

 

西田委員 

 

申請人 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

笛木委員 

 

 

 

ただいま紹介いただきました○○○○○○○○○○の○○と申し

ます。この度、熊谷で農地を購入することとなりました。○○○○○

○○○○○は○○○○○○○○○の○○が○○○○〇となり○○○

○○○を目指して○○○○に設立しました。○○○において、現在○

○○○○○の農地で営農しています。栽培品目は○○○○○○となっ

ています。これは○○○○〇が、成長に必要な○○○を〇に○○○こ

んだ○○○○による○○○○○○を食べたところ、たいへん美味であ

り、体にも良く、○○○○としての見込みもあることから栽培を始め

たものです。労力としては、○○○○○のほか、○○○○○が従事し

ます。○○○はほぼ○○○○○○○○○○専属で働いています。○○

○○○○なども○○し、収穫した○○○○〇○の○○○○や○○○○

○や○○○○〇に○○して販売もしています。○○○○から○○○○

〇の○○○ほどの農地を中心に本格的な○○○○を始動することに

なっています。今回の農地は、○○○○○○○○○の○○○○を出し

ている農地の所有者から農地の購入依頼があったもので、先々は○○

○○○○○○○を目指して○○○○〇なども視野に入れています。 

 

どうもありがとうございました。それでは申請人の営農計画等につ

いて質疑等ございましたらお願いします。質疑等ございませんか。 

 

○○○○の話が出ましたが、○○○○○○○どのように考えていま

すか。 

 

○○は大切なものと考えています。本格的に始まるのが○○なの

で、○○○○○で得たノウハウや、○○○○した○○○○○のノウハ

ウなどを生かしていきたいと考えています。 

 

支出における経費の○○○○○○○の中身は何でしょうか。 

 

現在、準備中の○○○○の○○○○○○○の○○○及び○○○○〇

が大部分を占めています。 

 

他に質疑、意見等ございますか。特に無いようですので、本日は大

変ご苦労様でした。申請人の方は退室をお願いいたします。 

 

（ 申請人 〇〇氏 退室 ） 

 

面談した委員から何か御意見がありましたらお願いします。 

 

面談をいたしましたが、〇〇に農地を取得したいいきさつについて

は説明のあったとおりです。○○地区も荒れている農地が増えてきて

いますので、○○○○○○栽培によって適正利用が図られるのは良い
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笛木委員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ことであると思います。○○について伺いましたが、前向きに考えた

い、とのことでした。 

 

それでは、議案番号７について、質疑、意見等を求めます。質疑、

意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号における議案番号７について、本案を許可するに賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可するも

のと決しました。 

 

続きまして、議案番号８を審議いたします。申請人、○○○○氏の

入室を認めます。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 入室 ） 

 

本日は、お忙しいところ大変御苦労様です。 

新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて

説明をお願いします。 

 

○○と申します。よろしくお願いします。○○○○〇があり、○○

○○○○ほど農地を耕しています。○○は○○○○の○○○○を営ん

でいます。○○○○〇について、〇○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○徐々に浸透してきています。熊谷でも○○○○○○○○○○に

協力しています。この度、隣地の農地が売りに出され、○○○○○話

が進んでいました。この農地で○○を栽培したいと考え、今回の申請

になりました。同じく隣接する○○○○○○○○○○○○、○○○○

○○○○○○○○○○しています。これらの○○○○、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○こと

ができ、○○○○○○○○○○○○○になると考えています。また、

○○○○○○○にも利用できると考えています。 

 

どうもありがとうございました。それでは申請人の営農計画等につ

いて質疑等ございましたらお願いします。質疑等ございませんか。 
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西田委員 

 

 

申請人 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲村委員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売買価格について、○○○○ということだが同意しているのです

か。 

 

価格については、先行して○○○○○○ための話が別の買受希望者

と進んでいました。その中で、隣地が○○○○○○○○○○○○○、

私が買受をしようとしたもので、価格は○○○○○○○○○○してい

ます。 

 

他に質疑、意見等ありますか。 

 

（ なしの声 ） 

 

他に質疑、意見等もないようです。本日は大変ご苦労様でした。申

請人の方は退室をお願いいたします。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 退室 ） 

 

面談した委員から何か御意見がありましたらお願いします。 

 

特にありません。 

 

それでは、議案番号８について、質疑、意見等を求めます。質疑、

意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号における議案番号８について、本案を許可するに賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手多数 ） 

 

挙手多数です。よって、本案については、原案のとおり許可するも

のと決しました。 

 

続きまして、議案番号１０から１４までを審議いたします。申請人、

○○○○氏の入室を認めます。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 入室 ） 

 

本日は、お忙しいところ大変御苦労様です。 

新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて

説明をお願いします。 
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申請人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

塚田委員 

 

 

申請人 

 

 

 

 

森田委員 

 

申請人 

 

 

田中委員 

 

 

申請人 

 

 

 

 

関口久委員 

 

○○と申します。熊谷で営農をしたい理由ですが、〇の栽培を希望

しており、○○○○○○○○をずっと探しており、ようやく熊谷で条

件の合う農地が見つかったからです。私は○○○○で○○の地元に○

○○○〇という特産があり、現在、○○○○○○○○○○○をしてい

ます。しかし、○○○○では○○○○〇がかかり、○○○○○○に調

べてもらったところ、熊谷でもできるのではないか、ということであ

り、トライしてみたいと考えました。農業経験に関しましては、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ほど○○をしています。この他にも○○で○○○○〇で耕作をしてい

ます。収穫物は○○○などに販売しています。また、資金計画ですが、

私の○○○○○○○○○○○○○○○○○から○○○○を受け、効率

化を図っていきたいと考えています。作付計画は資料のとおり、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を作っていきた

いと考えています。今後については、○○○○方向で考えていますが、

地域を傷つけること無いよう共存共栄を図っていきたいと考えてい

ます。 

 

どうもありがとうございました。それでは申請人の営農計画等につ

いて質疑等ございましたらお願いします。質疑等ございませんか。 

 

〇の栽培ですが、隣地の○○○○○を及ぼすようなことはないので

しょうか。 

 

そこは入念に検討しています。恩師の○○○○○○○○○○○○

や、○○○○○○などからアドバイスをもらい、被害がないように対

策をしていきます。基本的には○○○○○○○○解決できると考えて

いますが、トラブル等があれば対応していきたいと考えています。 

 

改めての確認ですが、近隣とトラブルの無いようお願いします。 

 

後発で入ることは承知しているので、地域や農業委員会の指導を真

摯に受けて共存共栄を図っていければと考えています。 

 

○○○○作っているが隣地の○○○○が入ってしまう農地があり

ます。そういうことの無いよう、きちんと対策をお願いします。 

 

そのようなことの無いよう、対策を考えていきたいと思います。多

く収穫するより、トラブルがないように営農していきたいと考えま

す。地元や農業委員会の指導を受け、何かあれば遠慮なく教えていた

だければと思います。 

 

○○○○〇から労働力○○で営農に支障はありませんか。 
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申請人 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上山委員 

 

事務局 

 

 

稲村委員 

 

事務局 

 

 

 

田中委員 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○○○○あり、○○○○〇の収穫物はそこで保管していま

す。○○○○もそこにおり、○○○○○○○ほどと○○しています。

また、○○から圃場まで○○○○〇です。将来的には、○○○○○○

○○○○○○などもできればよい、と考えています。 

 

他に質疑、意見等ありますか。 

 

（ なしの声 ） 

 

他に質疑、意見等もないようです。本日は大変ご苦労様でした。申

請人の方は退室をお願いいたします。 

 

（ 申請人 ○○○○氏 退室 ） 

 

面談した委員から何か御意見がありましたらお願いします。 

 

特に無いようですので、議案番号１０から１４までについて、質疑、

意見等を求めます。質疑、意見等ございませんか。 

 

譲渡人が○○○となっているが問題ないのでしょうか。 

 

○○○は○○○○〇〇であり、今回の３条審査については○○○○

○○○○○の審査ではなく、○○○○○○○○○の審査となります。 

 

○○○との関係は終わったのでしょうか。 

 

○○○○○○○○○○○ますが、今回の審査の対象とはなりませ

ん。あくまで、○○○○農地法３条第２項第１号から第６号までの審

査要件に合致するかを判断するものになります。 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○同時に申請

されているということでよろしいでしょうか。 

 

そのとおりです。 

 

他に質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号における議案番号１０から１４までについて、本案を許

可するに賛成の委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

権田委員 

 

 

事務局 

 

（ 挙手多数 ） 

 

挙手多数です。よって、本案については、原案のとおり許可するも

のと決しました。 

 

続きまして、先ほど審議をいたしました議案番号４、７、８及び１

０から１４まで以外の案件につきまして、審議いたします。事務局の

説明を求めます。 

 

それでは、先程御審議いただきました、議案番号４、７、８及び１

０から１４まで以外の案件について概要の説明をいたします。 

議案番号６、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

関しましては、○○が農地を取得できるのは農地所有適格法人だけと

いう原則はありますが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○として、○○○○をしてもらうとあり、農地法第３条第２項

第１号ただし書きにおいて、○○○○○○○○○○○○○○○○取得

できると規定されておりますので、許可要件を満たすと考えておりま

す。また、○○○○○○○○の農地を取得する新規就農者とはなりま

すが、ここまで説明申し上げましたように○○○○○○○○○○○○

○○のために取得するという内容であるため、本総会へはお呼びして

おりません。 

また、議案番号５の譲受人も新規就農者ですが、○○○○○○○○

であるため、本総会へはお呼びしておりません。 

本案につきましては６件とも譲受人の経営する農地は適正に管理

されており、機械の保有状況、従事日数から、今後についても効率的

に利用されていくものと思われ、農地法第３条第２項の各号について

は、全件、許可要件の全てを満たしていると見込まれます。 

説明は以上となります。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございません。 

 

それでは、先ほど審議をいたしました議案番号４、７、８及び１０

から１４まで以外の案件につきまして、質疑、意見等を求めます。質

疑、意見等ございませんか。 

 

○○○○○○が農地を取得するということですが前例があります

か。 

 

先月も○○○○○○である○○○○〇が農地を取得しています。 
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権田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

権田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

根岸委員 

 

 

 

事務局 

 

 

関口久委員 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○〇は○○○○○○のために許可されたと記憶しているが、

今回との違いはありますか。 

 

○○○○〇のケースは、○○○○○○○○の一つとして○○○○○

○○○することを目的としています。今回のケースは、○○○○○○

○○○○○○として○○○○○○○○○○○○○○をするために取

得するとされています。 

 

私が言いたいのは、○○○○○○にも規模の大きなものからそうで

ないものまであります。管理ができないような小さな○○が安易に農

地が取得できるという流れにならないか、ということが心配です。 

 

御心配の内容はわかりますが、農地法において申請があれば総会で

審査いただき、その中でそれぞれのケースにつき検討をするべきもの

と考えます。 

 

私の地区の○○○○○○は、農地を取得して○○○○○○○○を行

っています。こうしたケースは好ましくないと思われるのですが問題

がないものなのでしょうか。 

 

法律上、特に阻むものはありませんが、それについても、個々のケ

ースの中で検討すべき事項になると思います。 

 

圃場と○○○の距離はどのくらいですか。また、機械の保有状況と

管理の予定はどうなっていますか。 

 

距離は○○○のすぐ○○で歩いて行けます。また、機械は○○○○

○○となっており、管理については○○○○が管理をしていく予定と

なっています。 

 

他に、質疑、意見等ございませんか。 

 

 （ なしの声 ） 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号における議案番号４、７、８及び１０から１４まで以外

の案件について、本案を許可するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可すべき

ものと決しました。 
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてを上

程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の５ページからと、議案書資料の１４ページをご覧くださ

い。議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請については、「住

宅敷地の拡張」１件です。農地区分や申請事由等は、議案書資料に記

載のとおりです。 

以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございません。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、本案を

許可相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

 

次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の６ページから、議案書資料は１５ページを御覧ください。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請については、全１

８件、内訳は、「自己用住宅」１５件、「太陽光発電設備」２件、「貸

太陽光発電施設用地」１件です。農地区分や事業の概要等は、議案書

資料に記載のとおりです。 

１点御報告いたします。議案書の９ページ、議案番号１１、１２に

ついては、「許可相当」、ないしは「条件付きでの許可相当」で御審議

いただきたいと思います。 

条件の内容ですが、「経済産業省の認可を確認したのちに許可」を

してほしいとするものです。転用の審査にあたり事業実施の確実性を

確認するものであり、本案件は○○○○○○○○しているところまで
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議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認ができています。 

しかしながら、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○伺っていますが、○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○が本日までに提出されておりません。 

○○○○通して依頼していますが、準備中で本日の総会に間に合い

ませんでした。 

そこで、条件付きとし、真偽が確認された後に許可相当にしようと

するものです。 

以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございません。 

 

ただいま事務局から説明のありましたとおり、議案番号１１及び 

１２については、許可相当とは考えられるものの、条件を付すべきか

どうか、事務局より説明がありました。よって、本案について別に審

議をいたします。本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意

見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号における議案番号１１及び１２について、本案を許可相

当とするかどうかについて先にお諮りしたのち、条件を付すかどうか

お諮りいたします。それでは、まず、本案を許可相当とするに賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手多数 ） 

 

挙手多数です。よって、本案については、許可相当とすべきものと

決しました。続いて、本案に「経済産業省の認可を確認した後に許可

とされたい」という条件を付すべきかどうかお諮りいたします。本案

に「経済産業省の認可を確認した後に許可とされたい」いう条件を付

すことに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手多数 ） 

 

挙手多数です。よって、本案は条件を付して許可相当とするに決し

ました。 

続いて議案第３号における議案番号１１及び１２以外の案件につ

いて審議をいたします。本案について、質疑、意見等を求めます。質
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議 長 

 

西田委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

西田委員 

 

事務局 

 

西田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西田委員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

疑、意見等ございませんか。 

 

議案番号１について３点伺います。まず面積が大きいが場所はどの

辺りでしょうか。次に、譲渡人の欄が空欄になっている部分があるが

この理由について教えてください。最後に、○○○○○○○○○○○

あるがこれについて説明してください。 

 

まず、場所ですが、○○○○〇から○○○○○○くらい、○○○○

○○○○○○○○○○○が十字に交差するあたりです。次に譲渡人が

空欄となっている理由については、上段の所有者と同じ場合は空欄に

なっています。最後に、○○○○○○は、○○○○〇であり、○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ことでこのような申請にな

った、とのことです。 

 

譲渡人の欄について、空欄というのは誤解を招くと思います。 

 

事務局で前向きに検討させていただきます。 

 

○○○○○○○○というのは、なかなか見たことがないのですが、

前例はあるのでしょうか。また、どのような形態になっているのです

か。 

 

前例については、○○ほど前に同じ譲受人により申請が行われてい

ます。また、本件の形態ですが、今回の申請人である○○○○○○○

○○○○○○○○○○と、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ています。 

形としては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○と区別させていただいたものです。 

本事業の形態については、事前に許可権者である大里農林振興セン

ターの了承を得ていることを申し添えます。 

 

こういったあまりないケースについては、質問をする必要が無いよ

うに、説明に含めてもらうよう要望します。 

 

他に、質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号における、議案番号１１及び１２以外の案件について、

許可相当とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 挙手多数 ） 

 

挙手多数です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

 

ここで１０分間の休憩を取りたいと思います。暫時休憩いたしま

す。 

 

（ 暫時休憩 ） 

 

それでは、休憩中の会議を再開いたします。 

 

次に議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請（一時転用）

についてを上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書の１２ページをご覧ください。議案第４号、農地法第５条の

規定による許可申請（一時転用）については、全２件、内訳は、「仮

設工事用地」が１件、「工事用機械置場」が１件です。事業の概要等

は、議案書に記載のとおりです。 

御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございません。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請（一時転用）につ

いて、許可相当とすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

 

次に、議案第５号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

農用地利用集積計画についてを上程し、事務局の説明を求めます。 

 



 
19

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

木村委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画について説明いたします。議案書１３ページから１８ペ

ージ、議案書資料１７ページを御覧ください。それからもう一つ、本

日配付した資料の議案第５号資料営農計画書をお出しください。申請

件数は３３件、７３筆、８４，０６２．００㎡です。内訳につきまし

ては、議案書資料の表のとおりです。今回の計画は農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。ま

た、１，０００㎡未満の新規就農が１件ございます。 

以上、御審議の程、よろしくお願いします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございません。 

 

それでは、事務局から説明のあったとおり議案番号４５４が新規就

農の案件となっております。面談した木村委員から御意見があればお

願いします。 

 

○○○○は○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○を育て、農家の方と連携しながら○○することを目指してい

きたいと考えています。当初の面積は少ないですが、これから経験を

積み○○○○○○○○○○○○持っているとのことです。 

 

それでは、議案番号４５４について、質疑、意見等を求めます。質

疑、意見等ございませんか。 

 

 （ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号における、議案番号４５４について、本案を承認するに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認とすべ

きものと決しました。 

 

それでは、続きまして議事参与制限に係る案件がございますので別

に審議いたします。議案番号４３４について、借受人が○○○○○○

○○○○○○でありますので、○○委員は一時退席をお願いいたしま

す。 



 
20

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号４３４について、質疑、意見等を求めます。 

質疑、意見等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号における、議案番号４３４について、本案を承認するに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

それでは、続きましてもう一件、議事参与制限に係る案件がござい

ますので別に審議いたします。議案番号４４１について、借受人が○

○委員でありますので、○○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号４４１について、質疑、意見等を求めます。 

質疑、意見等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号における、議案番号４４１について、本案を承認するに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 

○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きましてただいま審議いたしました議案番号４３４、４４１及び
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

４５４以外の案件につきまして審議をいたします。 

質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号における、議案番号４３４、４４１及び４５４以外の案

件について、本案を承認するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認とすべ

きものと決しました。 

 

以上で全議案の審議が終了いたしました。 

続きまして、報告事項（１）から（６）につきましては、「熊谷市

農業委員会事務専決規程」に基づき、専決処分済みの事項であります

ので、御了承をお願いいたします。 

 

以上で本日の議案、報告、全て終了いたしましたので、議長の職を

解かせていただきます。ありがとうございました。 

 

夏目会長職務代理、ありがとうございました。 

次に次第の６、その他に移らせていただきます。 

 

【「熊谷ファームラボ募集説明会について」、「中間管理への移行に

ついて」説明（農業政策課）。委員改選に伴い、退任委員へ引継ぎ事

項の提出を依頼。活動強化月間その２「空き農業施設等のリストづく

り」提出を依頼。産業祭に農業委員会の農地相談コーナーを開設する

ことを提案、承認。（以上農業委員会事務局）を行う。】 

 

事務局からは以上ですが、ほかに何かありますでしょうか。 

 

（ なしの声 ） 

 

それでは、これにて第３６回総会を閉会といたします。 
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